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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月12日(2013.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被覆体（２）によってガス漏れおよび液漏れなしに密閉されている電極積重物（１３）
と、特に設定破断箇所の形状をした少なくとも１つの圧力軽減装置（４）とを有する電気
化学的セル（１）であって、
　少なくとも１つの前記圧力軽減装置（４）は、前記被覆体（２）の打抜孔（６）を閉鎖
する破裂板（５）を備える電気化学的セルにおいて、
　前記破裂板（５）は複数の層（７，８）を備え、その中に拡散緩和層を備えることを特
徴とする電気化学的セル。
【請求項２】
　前記破裂板（５）と前記被覆体（２）との間には、板形状あるいはリング形状のポリマ
ーパッキングが、別個の封止手段（１０）として備わっていることを特徴とする請求項１
に記載の電気化学的セル。
【請求項３】
　前記破裂板（５）は、プラスチック特にポリマーから作られていることを特徴とする請
求項１あるいは２に記載の電気化学的セル。
【請求項４】
　前記破裂板（５）は、ホイルから作られていることを特徴とする請求項１から３のいず
れか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項５】
　前記破裂板（５）と前記被覆体（２）とは、ほぼ同一の材料から作られていることを特
徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項６】
　破裂温度（ＴB）に達した場合に、圧力軽減プロセスを開始するために前記圧力軽減装
置（４）が形成されており、前記破裂板（５）の少なくとも１つの層は、その溶融温度（
ＴS）が破裂温度（ＴB）よりも低い材質から作られていることを特徴とする請求項１から
５のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項７】
　前記破裂板（５）は、パラフィンでコーティングされていることを特徴とする請求項１
から６のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
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【請求項８】
　前記破裂板（５）は、金属製特にアルミニウム製の少なくとも１つの層を備えており、
該層は好適には前記破裂板（５）に蒸着されていることを特徴とする請求項１から７のい
ずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項９】
　前記被覆体（２）の前記打抜孔（６）は、円形あるいは角形を備えることを特徴とする
請求項１から８のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項１０】
　前記破裂板（５）は、前記打抜孔（６）に封着あるいは貼着されており、前記打抜孔（
６）に螺入されており、および／あるいは保持部材（９）によって前記打抜孔（６）に持
着されていることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項１１】
　前記破裂板（５）は、前記被覆体（２）の前記打抜孔（６）よりも大きい底面を備える
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項１２】
　前記電気化学的セルは、前記被覆体（２）の部品を破損させることができ、特に前記被
覆体（２）の部品を打ち抜くことができる切断手段（１１）特に錐あるいは刃を備えるこ
とを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項１３】
　前記電気化学的セルは、必要な圧力軽減プロセスを認識できるために形成されているセ
ンサ手段（１２）を備えることを特徴とする請求項１から１２のいずれか一項に記載の電
気化学的セル。
【請求項１４】
　少なくとも１つの前記圧力軽減装置（４）が、前記電気化学的セル（１）の電流導体に
背向する領域に設けられていることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記載
の電気化学的セル。
【請求項１５】
　少なくとも１つの前記圧力軽減装置（４）が、前記電気化学的セル（１）が取り付けら
れた状態で、該電気化学的セル（１）の下部領域および／あるいは側面領域に設けられて
いることを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載の電気化学的セル。
【請求項１６】
　請求項１から１５のいずれか一項に記載の、少なくとも１つの電気化学的セルを有する
バッテリー構造体。
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